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ドイツにおける所得概念論争を終結に導いたゲオルグ・シャンツ

の「純資産増加説」は，原理的に，「期間的純資産増加説」と「時

点的純資産増加説」に区別される。期間的純資産増加説は，所得を

「財産増加の個々の取引結果」として捉え，時点的純資産増加説は，

「二時点間の差額」として所得を捉えるものである。シャンツの純

資産増加説は，実務的にも支持され，期間的純資産増加説は1920

年のライヒ所得税法に採用された。さらに，1925年ライヒ所得税

法では，期間的純資産増加説と時点的純資産増加説の両方が採用さ

れた。時点的純資産増加説によれば，理論的に，ストックとしての

価値増加分である未実現利益を所得に含めることができる。しかし，

シャンツは，「実際の利用可能性」の観点から，未実現利益への課

税は断念したとされる。シャンツ理論は，今日の資産負債アプロー

チに対して，多くの示唆を与えていることを注視しておきたい。
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I はじめに

所得課税において，「所得とは何か」とい

うことを概念上確定することは困難であり，

税務上の所得概念は「最も難しい経済的基礎

概念」とされている（富岡2003，91頁）。

また，現代，市場経済の変容により，所得

概念の基礎となる「給付能力概念（Leistun-

gsfahigkeit）」の内包に変化が起こってきて

いる。従って，所得概念の一般規定をいかに

確定するかは重要な現代的課題である。

ところで，国際財務報告基準（IFRS）は，

純資産を重視する資産負債アプローチを採用

している。この資産負債アプローチの淵源が，

ドイツの所得概念論争を終結に導いたゲオル

グ・シャンツ（Schanz1896）の「純資産増

加説」にあるとする説がある（武田2008b，

118-119・123頁）。

この前提に基づいた場合，現代の基準であ

る IFRSと1896年に展開されたシャンツの

純資産増加説との間に，どのような関連性が

存在するのであろうか。その手掛りとして，

所得概念の変遷を辿り，シャンツの純資産増

加説を再考することが本稿の目的である。

II 所得概念の対立構造

1. 源泉思考と維持思考の原理的対極
性

所得概念の議論においては，所得の把握の

仕方に次の二つの見方があり，どちらのアプ

ローチをとるかによって所得概念に差異が生

じる。

①源泉思考……所得の源泉に着目したアプ

ローチ

②維持思考……資本維持に着目したアプロ

ーチ

①の「源泉思考」をとるものが「所得源泉

説」であり，他方，②の「維持思考」をとる

ものが「純資産増加説」である。

図表1は，武田隆二教授の見解に依拠し，

所得源泉説と純資産増加説の原理的な相違に

ついて，⑴「所得概念の定義」，⑵「所得概

念の特性」，⑶「所得概念の範囲」，⑷「所得

概念の基準と損益計算思考」，⑸「重点を置

く財務諸表」の各側面から比 形式で要約的

に示したものである。

このように，「所得源泉説」は，基本財産

と収益を明確に区別し，収益がどこから流入

したかを問題にするのに対し，「純資産増加

説」は，従来の純資産に食い込まずに自由に

処分しうる純資産の増加分を所得とする（図

表1⑴）。両説にとって最も対極的にあるの

は，「臨時的・非反復的収入」についての考

え方であり，「所得源泉説」はそれを所得に

含めないとするのに対し，「純資産増加説」

図表1 所得源泉説と純資産増加説の原理的

対極性

説

項 目
所得源泉説 純資産増加説

⑴所得概念の

定義

基本財産からの

収益の流入
純資産の増加分

⑵所得概念の

特性

臨時的･非反復的

収入は含まない

臨時的・非反復

的収入も含む

⑶所得概念の

範囲

狭義（制限的）

所得概念

広義（包括的）

所得概念

⑷所得概念の

基準と損益

計算思考

周期性基準

当期業績主義

資本維持基準

包括主義

⑸重点を置く

財務諸表
損益計算書 貸借対照表

出所：武田（2005），51-52頁をもとに筆者作成。
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はそれを所得に含める（図表1⑵）。

2. 所得概念と収益・費用概念

シャンツは，その論文において，まず，所

得 源 泉 説 の 基 礎 概 念 で あ る「収 益

（Ertrag）」の 概 念 分 析 を 行 っ て い る

（Schanz1896，S. 1）。シャンツによると，

「収益」とは，企業が経済活動を通じて取得

した財貨または用益の額を，その源泉にさか

のぼって関連づけた概念である。図表2は，

シャンツの所得概念と収益・費用概念の関係

を図で示したものである。

所得概念と収益・費用概念の関係について，

シャンツの考え方によれば，「総収益」から

「諸費用」を控除したものが「純収益」とな

り，「純収益」から「債務利子」を控除した

ものが「純利益」となる。この 純利益」は規

則的・反復的収入に該当するものであり，所

得源泉説における所得概念となる。さらに，

「純利益」に「臨時利益」を加えたものが純

資産増加説における所得概念であり，これは，

規則的・反復的収入だけでなく，臨時的・非

反復的収入をも含むものである。

III 所得概念の変遷

1. 純資産増加説の原型理論

純資産増加説は，発展史的にみれば，所得

源泉説の不明確な所得概念を除去すべく展開

された所得理論である。しかし，系譜的にみ

れば，違う流れを見ることができる。

シャンツの純資産増加説は，系譜的にみれ

ば，ヘルマン（Hermann, F.B.W.）の所得

理論の流れに属している。このヘルマン説こ

そが，シャンツの広義（包括的）所得概念た

る純資産増加説の原型理論であるとされる。

シャンツによると，「ヘルマンは，所得概念

を誤った見解と紛糾から解放した」

（Schanz1896，S.6）とされる。ヘルマンは，

純資産増加説の現代的意義

［図表2］シャンツの所得概念と収益・費用概念

出所：武田（2005),55頁に加筆・修正。
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ドイツの所得概念論争の始まりとされる

1832年に，所得を次のように定義づけてい

る（Hermann1832，S.297）。

「所得とは，一般に貨幣額で表わされるも

のではあるが，それは真に所得たる貨幣（そ

のもの）ではなく，個人が貨幣を入手しうる

ような経済財であることは明らかなところで

ある。所得について語るとき，これらの経済

財が一
・
定
・
の
・
規
・
則
・
性
・
をもって流入するというこ

とを，我々は当然のことと考えている。所得

とは，個
・
人
・
が
・
自
・
己
・
の
・
資
・
本
・
を
・
損
・
な
・
う
・
こ
・
と
・
な
・
く
・
消
・

費
・
し
・
う
・
る
・
個人の収入部分である。すべての支

出が消費を表わすものでもなければ，すべて

の収入が所得を表わすものでもない。所得は，

一定期間に個人が処分できるようになった財

の総額である。」

ヘルマンの所得定義には，所得概念の二面

性に着目した次の二つの要因を見出すことが

できる。

①「一
・
定
・
の
・
規
・
則
・
性
・
」……所得源泉の規則性

（周期性）

②「個
・
人
・
が
・
自
・
己
・
の
・
資
・
本
・
を
・
損
・
な
・
う
・
こ
・
と
・
な
・
く
・
消
・
費
・

し
・
う
・
る
・
」……資本維持

しかし，この二面性は，シャンツにより評

価されるまで，十分な体系的検討がなされず，

そのほとんどが「所得源泉」の性格をめぐる

論争となってしまった。

また，ヘルマンは，臨時的・非反復的収入

について，次のように述べている（Her-

mann1832，S.299）。

「個人は新しい財貨を対価なしに他の者か

ら得ることができる。しかし，これは単に分

配における変更にすぎず，全国民所得の増加

ではないから，我々はそれを無視することが

できる。」

この言葉に表れているように，ヘルマンは，

臨時的・非反復的収入を所得から除外してい

る。この点で，シャンツの純資産増加説とは

異なる。すなわち，シャンツの純資産増加説

は，所得を包括的に構成するために，ヘルマ

ンが定義づけた「所得源泉の規則性（周期

性）」および「資本維持」という二面性の理

論を補修して登場したものであると考えられ

る（奥谷2000，619頁）。

このように，ドイツにおいて，初めに所得

概念の正式な公式化を試みたのは，ヘルマン

であった。当時，ヘルマンの所得定義および

この定義に結びつく所得学説は，広く承認さ

れていた（Schanz1896，S.6）。

2. 純資産増加説に至るまでの思考
分析

図表3は，ドイツの所得概念論争における

「源泉思考と維持思考」について，その強調

の変遷を示している。

①論争初期

ヘルマン・シュモラー等の消費基金説の

時期。ドイツの所得概念論争が始まる。所

得概念の二面性，つまり源泉思考と維持思

考の両方がとられる。思考の強調の程度は，

源泉思考が「強」，維持思考が「中」程度

であると考えられる。

②論争中期

ロッシャー・コーン・ノイマン等の所得

源泉説の時期。多くの論者により，専ら源

泉思考の側面から概念規定の精密化の方向

をたどる。このことから，所得概念論争は，

源泉思考の枠内での精密化論争として特徴
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づけることができる。従って，思考の強調

の程度は，源泉思考が「強」となり，維持

思考が「弱」程度であると考えられる

③論争終結時

シャンツの純資産増加説の時期。それま

で見失われていた維持思考が復活し，更に

補強される。この維持思考の復活こそが，

近代的所得理論の母形となった。従って，

思考の強調の程度は，源泉思考が「中」，

維持思考が「強」となると考えられる。

IV 純資産増加説

1. シャンツの純資産増加概念

シャンツは，所得概念と収益概念とを明確

に区別し，「人的側面」が前面に立つ所得概

念は，純資産の増加として現れることを明ら

かにした。そこから，シャンツは「純資産増

加」についての思考を次のように展開した

（Schanz1896，S.23）。

「我々は，ある人が，従来の財産を減少さ

せることなく，それについて自由に処分しう

るようなものとして，一定期間内にその人に

流入したものを認識させるような概念を，確

かになお必要とする。この概念が所得である。

それは，一定期間において，どれだけの給付

能力が，その個人に導入されたかということ

を我々に示すのである。この概念は，用益お

よび第三者の貨幣価値ある給付を含む「一定

期間の純資産の増加（Reinvermogens-

zugang  eines  bestimmten Zeitabsch-

nitts）」として示される。」

シャンツの所得概念においては，「給付能

力」が重要な要因とされる。すなわち，「あ

る個人にどれだけの給付能力（担税力）が付

加したか」ということが重要であり，それが

どのような性質のものであるかということは

［図表3］ドイツの所得概念論争における思考分析

出所：筆者作成
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関係なく，「純資産の増加」をもって「給付

能力の増加」と判断する。

2. 純資産増加説における二つのカテ
ゴリー

シャンツは，商人が「純利益（所得）」を

把握する方法として，次の二つの重要な指摘

をしている（Schanz1896，S. 23・42）。こ

の指摘から，シャンツの純資産増加説には，

本質的に区別されるべき二つのカテゴリーを

汲み取ることができる。

① 商人は彼の年度純利益を財産増加

（Vermogenszugang）の観点から見てい

る。

② 商人の貸借対照表は，二つの異なる時点

における財産評価およびその差額の確定に

よって純利益を算定する。

つまり，所得の把握の方法として，①「財

産増加」から捉える方法と②「二時点間の差

額」で捉える方法の二つのカテゴリーを示唆

しているのである。

シャンツ理論の研究を行ったポピッツ

（Popitz1926）やリオンによって，この二つ

のカテゴリーは，「Vermogenszugang」お

よび「Vermogenszuwachs」という二つに

区別された。リオンは，この二つを次のよう

に定義している（Lion1928，S.287）。

「Vermogenszuwachsと Vermogens-

zugang とは同一のものではない。Ver-

mogenszugang とは，ただ「個々の項目」

に着目し，増加（Zugang）の瞬間において，

それ自体財産を増加しうる個々の取引の結果

である。

二つの異なる時点における財産状態の比

（残高）は，Vermogenszuwachsの確定そ

のものを意味する。」

リオンの定義において，Vermogens-

zugangは，期中において「個別経済に流入

しあるいは流出する財貨の全体」，従って，

「財産を増加しうる個々の取引の結果」を意

味するのに対して，Vermogenszuwachsと

は，期末において残留する財産が期首財産と

比 して増加する部分を意味するとされる。

さらに，武田隆二教授は，この二つのカテ

ゴリーを次のように名づけることで区別され

た（武田1970，38頁）。

Reinvermogenszugangstheorie：

期間的純資産増加説

Reinvermogenszuwachstheorie：

時点的純資産増加説

「期間的純資産増加説（Reinvermogens-

zugangstheorie）」は，所得を「一切の財貨

の流入および流出」，すなわち「運動計算

（Bewegungsrechnung）」により把握しよう

とする方法であり，「期間関連的計算

（zeitraumbezogene Rechnung）」が行われ

ることから，その名称が由来する。

これに対して， 時点的純資産増加説

（Reinvermogenszuwachstheorie）」は，所

得を「期首と期末という二時点間の財産状態

の比 による増加」，すなわち 有高計算」に

より把握しようとする方法であり，「時点関

連的計算（zeitpunktbezogene Rechnung）」

が行われることから，その名称が由来する。

図表4は，期間的純資産増加説と時点的純

資産増加説の基本原理を図で示したものであ

る。
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3. 純資産増加説とライヒ所得税法

⑴ 1920年ライヒ所得税法

1918年，ドイツは第一次世界大戦に敗北

し，戦時公債の累積に基づく公債費とインフ

レ，さらに多額の賠償金等から，ドイツ財政

は巨額の赤字に苦しんでいた（高橋2007，

185頁）。こうした財政危機の中で，1919年

6月，エルツベルガー（Matthias Erzber-

ger）が大蔵大臣に就任した。エルツベルガ

ーは，税制改革を実行し，従来，「州（ラン

ト）税」であった直接税を「国（ライヒ）

税」とし，税制の統一と中央集権化を完成さ

せた
1)

。

このような状況の中で制定された1920年

のライヒ所得税法（以下，「1920年法」と略

称する。）は，シャンツの純資産増加説に基

づく所得概念を採用した。それを示す規定と

して，1920年法第5条がある（傍点は筆

者）。

「課税所得には，不動産所得，事業所得，

資本財産所得，勤労所得ならびにその他の収

入が属するが，それが，一
・
時
・
的
・
な
・
収
・
入
・
で
・
あ
・
る
・

か
・
，
・
反
・
復
・
的
・
収
・
入
・
で
・
あ
・
る
・
か
・
を
・
問
・
わ
・
な
・
い
・
。」

1920年法において純資産増加説が採用さ

れたことは，ドイツの税法上，画期的なこと

ではあったが
2)

，その背景には，前述した国家

［図表4］純資産増加説の基本原理

出所：武田（2008b），117頁に加筆・修正。

これにより，所得税は個人のみを対象とするようになり，法人所得に対しては法人税が新設された（中居

1973，48頁）。
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財政の危機への対処という理由が存在してい

た。すなわち，エルツベルガーは，増税政策

の一環として
3)

，課税ベースを広く捉える純資

産増加説を採用したのであり，まさに，所得

概念の選択の要点は，国家財政の肥沃度

（fiskalische Ergiebigkeit）に基づくもので

あった（Barth1955，S.100）。

このような背景により採用されたとはいえ，

シャンツ理論は，単なる理論ではなく，実際

の所得計算規定として実務的に支持された。

その理論は，1920年法第33条前段において，

次のように所得計算規定として現れている。

「商工業または鉱業から生じる課税所得は，

営業利益（Geschaftsgewinn）によって査

定される。営業利益は，事業収入（Betrieb-

seinnahmen）と事業支出（Betriebsaus-

gaben）との比 に，期末における事業の製

品・商品および手持品，事業に供する建物

（付属物を含む），ならびに動産たる固定資産

の有高および価額と期首におけるその有高お

よび価額との差額を顧慮して確定することを

要する。」
4)

この規定の趣旨は，次の二点に要約できる。

① 商工業等から生じる課税所得は，事業

収入と事業支出の比 による営
・
業
・
利
・
益
・
に

より確定する。

② 営
・
業
・
利
・
益
・
は，商品や固定資産などの期

末有高と期首有高との差額を顧慮する必

要がある。

1920年法は，「事業収入と事業支出の比

」という期中における一切の財貨変動を所

得計算の基底に置くものであるので，「期間

的純資産増加説（Reinvermogenszugangs-

theorie）」に照応するものであると解釈する

ことができる。

⑵ 1925年ライヒ所得税法

1920年法において規定されていた「事業

収入および事業支出」の内容については，詳

細な規定が設けられていたため（Walb1966，

S. 30-41），税務行政の面でかなり煩雑であ

った。そこで，1925年のライヒ所得税法

（以下，「1925年法」と略称する。）において

改正が行われ，次の二つの方式が認められた。

①収支計算による方式（第12条）

収支計算による所得計算方式については，

次のように規定されている。

「利益（Gewinn）は，収入が支出を超え

る超過額に，期末における事業の製品・商品

および手持品，事業に供する建物（付属物を

含む）ならびに動産である固定資産と前年度

末におけるその有高とを比 して，その増加

額を加え，またはその減少額を差し引いたも

のである。」

1925年法では，1920年法にあった「事業

収入と事業支出との比 」という文言が，

しかし，エルツベルガーが州税を国税にする以前より，各州では所得源泉説からの逸脱が始まっていたとさ

れる（宮本他2001，222-223頁）。

この増税政策により，ライヒの税収は著しく増加したとされる（高橋2007，185頁）。

本稿では，「Geschaft」は「営業」，「Betrieb」は「事業」と翻訳している。両単語は，「Geschaftbetrieb」

という合成語として，「営業」や「経営」の意味を持つものであり，基本的に同義であると解釈するが，本稿

では，その違いを明確にするため，文意に基づき翻訳を区別している。
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「収入が支出を超える超過額」という文言に

改正されており，これは「現金の収入・支

出」を意味している。

また，1920年法においては，「事業収入と

事業支出」，すなわち，掛取引などを含む財

貨の流入・流出により所得を計算するよう規

定されていたが，1925年法においては，「商

業帳簿の作成ができない納税義務者」を想定

し，現金の収入・支出により簡易に所得が計

算できるよう規定されたものと考えられる。

このように，1925年法は，1920年法にあ

った「事業収入と事業支出」を簡素化した内

容となっている。

②財産比 による方式（第13条）

財産比 による所得計算方式については，

次のように規定されている。

「商法典の規定に従い商業帳簿を実際に作

成する義務がある納税義務者，または，その

義務なくして商法典の規定に従い商業帳簿を

実際に作成する納税義務者にあっては，利益

は，正規の簿記の諸原則に従い，期末に決定

された純資産が前期末に査定の基礎となった

純資産を超える超過額である。」

この財産比 による方式は，純資産の二時

点間の比 によって所得を求める方法であり，

従って，時点的に確定される純資産の比 に

よる所得計算方式である「時点的純資産増加

説（Reinvermogenszuwachstheorie）」に

照応するものであるということができる。こ

の財産比 による方式は，「完全な商人（商

法の規定に従い商業帳簿を作成する納税義務

者）」に適用され，伝統的な商人の実務慣行

である財産比 による所得計算の方式を法的

に立法化した意義をもつものである。

このように，シャンツ理論は，1920年法

において，期間的純資産増加説として採用さ

れ，その後，1925年法において，収支計算

方式としての期間的純資産増加説に受け継が

れ，さらに財産比 方式としての時点的純資

産増加説へと発展していったのである。この

ような発展は，所得計算の確実性と客観性，

そして，商人が行う所得計算の実情に即した

計算方式の必要性によるものであったものと

考えられる（山下1960，148頁）。

4. 純資産増加説における価値増加の
所得性

シャンツの純資産増加説おいては，「給付

能力」を重要な要因としているが，ここで重

要な問題と考えられるのが，「価値増加には

給付能力が認められるのか」，すなわち，「価

値増加の所得性」という問題である。実際に

価値増加に課税するかどうかは別にして，価

値増加が所得であるのか，すなわち，「未実

現の価値増加」を所得として認識するのかど

うかは，所得理論上，極めて重要かつ現代的

な問題である
5)

。

シャンツは，価値増加の所得性について，

次のような具体例を挙げている（Schanz

1896，S.28-29）。

「建築用地投機業者の場合，場合によって

筆者は，「未実現の価値増加を所得として認識すべきか」ということと，「実際に未実現の価値増加に課税す

るか」ということは，租税政策上，別の問題と考える。未実現の価値増加の所得性について，その現代的意義

を説くものとしては次の論文がある（武田2008d，113-123頁）。
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は，彼の全所得は価値増加によって支えられ

ている。彼は建築用地を買い入れ，それを数

年後に，より高値で売却する。その目的物が

価値的に騰貴する程度に応じて，彼は借入金

の調達により，既に売却前にその超過価値を

彼の消費需要に役立たせることができ，彼は

それで生計を立てるのである。増加する地代

自体や土地資本から得られる地代が彼の所得

なのではなく，将来収入の現価見積計上で得

られた増加価値が彼の所得である。おそらく，

建築用地は全く利用されず，死んだように横

たわっているだけである。同様に，株式の投

機家は，彼の所得を価格差から得ており，商

人や事業家も同様である。」

シャンツは，建築用地投機業者のような場

合，その土地を売却することで価値増加によ

る所得が現実化する前，すなわち，所得が

「未実現の状態にある」にもかかわらず，そ

の価値増加分を銀行等から借入れることによ

って生計を立てることが可能であると主張す

る。これにより，シャンツは，未実現の価値

増加についても給付能力があるものと考え，

所得を構成すると考えていたのではないかと

推察される。

また，シャンツは，「販売財産」の評価に

ついて，次のように述べている（Schanz
 

1896，S.43-44）。

「事業家は，販売財産を取引価値（Verke-

hrswert）で評価する。しかし，大抵は，販

売価値（Verkaufswert）ではなく，貸借対

照表作成時の調達価値（Anschaffungswert）

で評価するのである。堅実な事業家は，未実

現の利益（noch nicht realisierter Gewinn）

を既に確実に得られたものとしてみることを

好まないからである。」

このように，シャンツは，未実現の価値増

加の所得性について，その純
・
資
・
産
・
増
・
加
・
概
・
念
・
と
・

し
・
て
・
は
・
所
・
得
・
に
・
含
・
め
・
る
・
べ
・
き
・
との示唆をしていた

が，その評
・
価
・
基
・
準
・
と
・
し
・
て
・
は
・
所
・
得
・
に
・
含
・
め
・
る
・
べ
・
き
・

で
・
は
・
な
・
い
・
との結論に達していると解釈できる。

この点について，リオンが次のように解釈し

ている（Lion1928，S.281-282）。

「シャンツが，一般的・国民経済的所得概

念に対し，実際，未実現の景気変動を取り入

れることに固執しているものと考えうる。そ

れに反し，私は，彼が所得課税における実際

の利用可能性のために，この概念を絶対的な

ものとしてではなく，実現した価値変動に制

限されたものとして理解しようとしている，

と信ずるのである。」

このように，リオンの解釈に従えば，シャ

ンツは，「一般的・国民経済的な観点」から

は，未実現利益を所得に含めるべきであるが，

「実際の利用可能性の観点」からは，実現し

た価値増加のみを所得に含めることに限定せ

ざるを得なかったものと考えられる。

V むすび

本稿では，現代の基準である IFRSと

1896年に展開されたシャンツの純資産増加

説との関連性を見出すため，その手掛りとし

て，所得概念の変遷を辿り，シャンツの純資

産増加説における基本原理を検討してきた。

今日，IFRSの導入による時価評価が議論

されている。IFRSにおいては，資産負債ア

プローチが重視されており，時点的純資産増

加説と同様，理論的には，貸借対照表上スト

ックされている価値増加分（未実現利益）を
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所得に含めることが可能である。筆者は，こ

の点で，資産負債アプローチと時点的純資産

増加説との間には関連性が存在しているもの

と考えている。

所得概念については，ドイツの論争時代に

おいても，IFRSが導入されようとしている

現代においても，同様の議論が繰り返されて

いる。つまり，約一世紀以上も前に展開され

た所得概念である純資産増加説と，現代の会

計基準である IFRSの利益観や評価基準と

の間に関連性が存在するという点で非常に興

味深いものがある。

もちろん，IFRSが採用されようとしてい

る現代と時点的純資産増加説が発現した時代

とは，時代背景や環境の相違性が存在するた

め，深く検討すべき課題が潜んでいることを

見忘れてはならない。しかし，シャンツ理論

は，今日の資産負債アプローチに対して，多

くの示唆を与えていることを注視しておきた

い。純資産増加説を再考することは，IFRS

時代ともいうべき現代における会計理論，課

税理論，そして課税実務の運用という観点か

ら，大いに意義があるものと考える。
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